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を
除
い
て
、
必
要
と
認
め
ら
れ
な
い
。

B
の
上
：
内
容
的
に
は
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い

る
が
、
部
分
的
な
書
き
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
査
読
者
や
編
集

委
員
会
は
、
書
き
直
し
の
箇
所
と
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に
す
る
。

B
の
下
：
論
文
と
し
て
公
表
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
編
集
委
員
会
の

指
示
に
従
っ
て
大
幅
な
書
き
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
査
読
者
や

編
集
委
員
会
は
、
書
き
直
し
の
箇
所
と
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に

す
る
。

C
：
本
年
報
掲
載
に
値
す
る
水
準
に
到
達
し
て
い
な
い
。
査
読
者
や

編
集
委
員
会
は
、
そ
の
理
由
を
必
ず
明
ら
か
に
す
る
。

（
2
）
（
査
読
）
査
読
者
は
、
審
査
論
文
を
四
段
階
で
評
価
し
、
査
読
報

告
を
学
会
事
務
局
に
提
出
す
る
。

（
3
）
（
編
集
委
員
会
の
審
査
）
編
集
委
員
会
は
、
査
読
者
の
査
読
報
告

に
基
づ
き
な
が
ら
、
各
論
文
を
審
査
し
て
、
合
議
に
よ
っ
て
四
段
階

で
評
価
を
確
定
す
る
。
査
読
者
の
い
ず
れ
か
が
C
評
価
を
下
し
た
論

文
は
、
審
査
に
お
い
て
原
則
と
し
て
不
採
用
と
す
る
。
編
集
委
員
会

は
、
審
査
結
果
を
幹
事
会
に
報
告
す
る
。

四
、
審
査
結
果
通
知
と
再
審
査

（
1
）
編
集
委
員
会
は
、
投
稿
者
に
審
査
結
果
を
通
知
す
る
際
、
査
読
者

の
名
を
伏
せ
た
査
読
報
告
を
付
し
て
、
審
査
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
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一
、
編
集
委
員
会
の
権
限
と
機
能

『
社
会
思
想
史
研
究
』
に
掲
載
す
る
公
募
論
文
の
採
否
は
、
編
集
委
員
会

が
決
定
す
る
。
編
集
委
員
会
は
、
査
読
者
に
査
読
を
委
嘱
し
、
論
文
の
内

容
・
構
成
・
表
現
な
ど
に
つ
い
て
、
投
稿
者
に
書
き
直
し
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

二
、
査
読
者
の
委
嘱

（
1
）
編
集
委
員
会
は
、
論
文
の
テ
ー
マ
・
内
容
を
考
慮
し
て
、
論
文
一

篇
に
つ
き
複
数
名
の
査
読
者
を
選
任
し
て
、
査
読
を
委
嘱
す
る
。
そ

の
際
、
投
稿
者
と
査
読
者
の
関
係
に
お
い
て
公
平
を
欠
く
こ
と
の
な

い
よ
う
、
慎
重
に
配
慮
す
る
。

（
2
）
査
読
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、
投
稿
者
と
査
読
者
の
間
お
よ

び
査
読
者
相
互
間
は
匿
名
と
し
、
査
読
者
の
氏
名
は
、
事
前
に
も
事

後
に
も
編
集
委
員
会
の
外
部
に
は
公
開
し
な
い
。

三
、
審
査
要
領

（
1
）
（
評
価
区
分
）
審
査
過
程
に
お
い
て
、
査
読
者
や
編
集
委
員
会
は

そ
れ
ぞ
れ
、
論
文
を
A
、
B
の
上
、
B
の
下
、
C
の
四
段
階
に
区
別

し
て
評
価
す
る
。
そ
の
際
、
区
別
の
目
安
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

A
：
学
界
に
お
け
る
現
在
の
研
究
水
準
に
到
達
し
て
お
り
、
本
年
報

掲
載
に
値
す
る
。
提
出
原
稿
の
書
き
直
し
は
、
技
術
上
の
箇
所
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る
。

（
2
）
書
き
直
し
を
求
め
ら
れ
た
投
稿
者
は
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
論
文

を
書
き
直
し
て
再
提
出
し
、
再
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
際
、
投
稿
者
は
、
書
き
直
し
を
求
め
ら
れ
た
箇
所
の
他
に
つ
い
て

は
、
大
幅
な
書
き
直
し
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
3
）
編
集
委
員
会
は
、
再
提
出
さ
れ
た
論
文
を
審
査
報
告
に
照
ら
し
て

再
審
査
し
、
論
文
の
採
否
を
最
終
決
定
す
る
。
編
集
委
員
会
は
、
再

審
査
結
果
を
幹
事
会
に
報
告
す
る
。

五
、
個
人
情
報
の
保
護

査
読
者
、
編
集
委
員
会
、
学
会
事
務
局
、
幹
事
会
は
、
公
募
論
文
の
審
査

過
程
に
お
い
て
知
り
得
た
個
人
情
報
の
す
べ
て
に
つ
い
て
守
秘
義
務
を
負

う
。


